
 

 

 

安全の確保に関する評価の進め方について（案） 

 

 

 

１ 評価の対象 

  「原子力政策大綱」第２章２－１「安全の確保」で示された領域を

評価の対象とする。 

①安全対策 

②核物質防護対策 

 

 

２ 今後の進め方  

  「原子力の研究、開発及び利用に関する政策評価実施要領」に基づ

き、評価を実施し、本年夏頃にとりまとめることを目指す。 

政策評価部会（第１回） 
資料第４号 



（別紙） 

原子力政策大綱（安全の確保関係部分抜粋） 

 

第１章 原子力の研究、開発及び利用に関する取組における共通理念 

１－２．現状認識 
１－２－１．安全確保を前提とした原子力の研究、開発及び利用に対する国民の信頼 

原子力施設の設計・建設・運転に当たっては、地震等の自然現象に対する対策はも

とより、設備の故障や誤操作に起因して、内在する放射性物質が国民の健康に悪影響

を及ぼす潜在的危険性（リスク）を抑制する安全対策と、妨害破壊行為のリスクを抑

制する防護対策を確実に整備・維持する必要がある。このため、国は、「人は誤り、

機械は故障する」ことを前提に多重の防護を用意する深層防護の考え方によってこの

リスクを抑制するための措置を講じることを求め、事業者が、その措置の品質が必要

な水準に維持されていることを品質保証活動により自主的に検証する、安全確保の仕

組みを整備してきた。 

しかしながら、近年における、不正行為についての申告を契機とした一連の点検で

発見された東京電力（株）の不適切な行為、関西電力（株）美浜発電所における多数

の作業者の死傷を伴う極めて重大な配管破損事故の発生、日本原燃（株）六ヶ所再処

理工場の不適切な施工等は、当該事業者はもとより、国の安全規制行政の有効性に対

する国民の信頼を損ねた。この結果、多数の原子力発電所の運転や再処理工場への使

用済燃料の搬入を長期にわたり停止せざるを得ない事態がもたらされた。このことは、

事業者による施設の保安や国による安全規制に対する国民の信頼が得られない場合、

原子力施設の稼働率が全国的に低下し、エネルギー安定供給や地球温暖化対策への貢

献といった原子力発電に期待されている役割の実現は困難となることも明らかにし

た。 

これらのことを踏まえて、国は安全規制体系等の見直しを行い、一方、事業者はこ

れらの事故・トラブルに対する深い反省に基づいて安全確保に対する取組のあり方の

見直しを行い、これを基にして、法令の遵守、品質保証体制の改善、情報公開等に取

り組んできている。また、我が国においては、２０１０年には運転開始後３０年を経

過する商業用原子炉施設が２０基となることから、これまでに整備した施設の高経年

化対策の充実に向けた取組が始められている。さらに、国は、安全審査の基礎をなす

安全審査指針類について、個別事項の技術的な見直しとともに、指針類全体の体系的

な整備を、関係学協会等との連携を図りつつ、計画的に実施している。その中でも、

特に、原子力発電所の耐震安全性を審査する際に用いる耐震設計審査指針については、

耐震安全性に対する信頼性の一層の向上には不断の努力が必要であることから、積極

的な対応が求められており、最新知見等に係る情報の収集・整理に基づく同指針の高

度化に向けた検討が鋭意進められている。また、原子力安全委員会は、安全規制の向

上に役立てるための安全研究について、軽水炉分野、核燃料サイクル施設分野、放射

性廃棄物分野、放射線影響分野などの分野ごとに重点的に進めるべき研究を示した



「原子力の重点安全研究計画」を策定しており、関係者がこれを円滑に実施していく

よう求めている。 

国と事業者には、こうした取組のあり方を国内外の経験を踏まえて常に評価し、こう

した取組について国民に説明するとともに多様な意見に耳を傾けて対話を重ねるこ

とにより、国民の信頼回復へ向けて努力することが求められている。 

 

１－３．今後の取組における共通理念 

１－３－１．安全の確保 

安全の確保は、原子力の研究、開発及び利用を推進するに当たっての前提条件である。

そのために、安全確保の第一義的責任を有するこの活動に携わる者の遵守するべき条

件やこれを規制する仕組みが整備されてきている。また、万一の際に国民の保護を図

る防災対策や防護対策も整備されてきている。これらの安全確保の仕組みの整備に加

えて重要なことは、これらの取組によって安全が確保されていることに対する国民の

信頼が確立していることである。この信頼は一日にしては成らず、小さな不心得によ

っても一瞬にして崩れることがあり得る。そこで、原子力の研究、開発及び利用に携

わる者は、このことを肝に銘じ、安全の確保が全てに優先されるべきことを徹底し、

その組織において安全文化を維持発展させていくことによって、安全確保の実績を積

み上げ、我が国の原子力研究、開発及び利用全般の安全確保に対する国民の信頼の確

立に努めることが重要である。 

 
第２章 原子力の研究、開発及び利用に関する基盤的活動の強化 

２－１．安全の確保 

２－１－１．安全対策 

（１）国・事業者等の責任 

原子力の研究、開発及び利用の推進に当たっては、原子力施設による公衆や作業者

への健康リスクが十分低く抑制されていることが前提条件である。そして、事業者等

は、施設の設計、建設、運転に当たって、「人は誤り、機械は故障する」ことを前提

に多重の防護を用意する深層防護の考え方を採用して、放射性物質の放散による災害

リスクを抑制し、安全を確保することについて第一義的責任を有している。しかしな

がら、近年発生した異常事象や事故にはこの取組の品質保証システムが十分に機能し

ていないことに起因したものが少なくない。そこで、事業者等は、その根本原因分析

に基づき、再発防止対策を確立するとともに、法令の遵守を徹底し、品質保証システ

ムに絶えざる改善を加え、これらについての説明責任を果たす観点からの情報公開を

行う等の取組を強化することが強く求められる。 



また、事業者等は、原子力発電所等における放射線障害の防止だけでなく労働災害

の防止についても事業者等のマネジメントシステムに明確に位置付け、あらゆる事態

を踏まえ、適切な管理、運営を行っていくことが重要である。 

一方、国は、災害リスクを十分低く抑制する観点から必要な安全基準を作成し、そ

れに基づいて、事業等の許可、工事計画認可、設計及び工事の方法の認可、使用前検

査及び稼働後の定期検査、保安検査等、一連の規制活動を行うことを国民から負託さ

れている。国は、この負託に応えていくために、事業者等に原子力施設の災害リスク

を抑えるために必要十分な活動を行わせ、これらを確認し、必要に応じて事業者等に

是正措置を講ずることを求めるとともにその権限の行使について国民に的確に説明

する責任がある。このため、国は、最新の知見を踏まえた科学的かつ合理的な規制を

実施していくことを指針として、このための科学技術的基盤を高い水準に維持するた

め、原子力安全委員会の定める「原子力の重点安全研究計画」を踏まえて原子力安全

研究を着実に進める一方で、国内外に存在する規制活動の品質監査機能を効果的に活

用するなどにより自らのあり方を評価し、取組の方法や規制法制のあり方について改

良・改善を図っていくべきである。 

なお、国は、２００１年に原子力安全・保安院を経済産業省の中に独立した組織と

して整備した。また、原子力発電所における不適切な事業者の行為等を踏まえ、原子

力に関する国民の信頼を回復するため、２００２年度には原子炉等規制法を改正し、

規制行政庁が実施する後続規制活動の実施状況を監視・監査する原子力安全委員会の

機能を強化し、２００３年度には新たな検査体制の導入等の安全規制体系の見直しを

行うなど、行政資源を適正に配置し、より効果的で効率的にこれらの活動を行うため

の努力を重ねてきている。今後とも規制行政に対する国民の信頼を回復し、維持して

いく観点から、こうした改革が全体として有効に機能しているかについて、継続的に

関係者と意見交換を行い、検証を行っていくことが重要である。 

また、医療分野における放射線利用等において複数の法的規制が重畳していること

については、それぞれの法の目的に照らしながら必要な放射線防護体制の確立を前提

としつつ、その適切な整理について検討がなされるべきである。そこで、国は、現場

の実情を踏まえ、学協会等の意見を求める等を行い、規制制度の運用において改良す

べき点を検討し、一方、医療関係者、学協会等は科学的知見や医療安全の視点を十分

踏まえ、現状の医療資源でいかに安全が確保できるかを検討することが期待されてい

る。 

 

（２）安全文化の確立・定着と運転管理の継続的改善 

事業者等においては、管理する経営層（トップマネジメント）が、組織全体におい

て安全確保のための活動を最優先する「安全文化」を確立・定着することに取り組む

ことが必要である。また、最新の知見を踏まえて、安全基準を遵守しつつ、最も効果

的で効率的な安全確保のための活動を計画・実施し、その結果について評価し、更に

改善すべき点が無いかどうかを、必要に応じて外部の有識者の意見も踏まえて、常に

見直していくべきである。国の規制組織においても、安全文化に則り、安全確保の観

点から様々な課題について注意深く評価して、その重要度に見合った対応を行うべき



である。 

国や事業者等の上の取組に当たっては、原子力施設の運転管理の現場が活力と魅力

のある職場であることが極めて重要であることを踏まえて、安全確保のための活動が

最新の知見に基づいて行われることを目指す現場の創造的取組が排除されることの

ないようにすべきである。そこで、国は、新しい取組を安全の確保を大前提に試行す

ることができる仕組みを検討すべきである。また、具体的安全基準や検査方法の内容

は、定期的に見直し、国内外の学協会が策定する基準や規格を活用するなどして常に

最新の科学的知見を反映するものにしていくべきである。 

また、安全確保に必要な技術基盤を高い水準に維持できる各種の研究を着実に推進

し、これらの成果を国内外の組織が策定する基準や規格に一層反映されるよう促す一

方、検査を行う専門家の育成と教育訓練を充実し、これらの技術動向を踏まえた効果

的で高い品質の検査等が行われるようにするべきである。 

なお、安全確保は世界共通課題であることや規制活動の国際調和の重要性を踏まえ、

国際間で新知見や教訓を共有することが重要であり、それらに基づく国際組織におけ

る安全基準や規格作成のプロセスに十分な数の我が国の専門家を参加させ、国内の経

験や知見を国際社会と共有して、国際的な安全基準や規格と我が国の考え方とを整合

的なものとしていくこと等にも積極的に取り組むべきである。 

 

（３）リスク情報の活用 

安全確保のための活動の多くはリスク管理活動であることを踏まえれば、これに利

用できるリスク情報を活用していくことが効果的である。具体的には、リスクを評価

する技術が進歩してきていることから、これを活用することにより、必要十分な安全

余裕の下に、適切に現実的な安全確保のための取組を行うことも可能となってきてい

る。国は、学協会や産業界等での検討状況も参考に、モデルに基づく評価であること

の限界に留意しつつ、安全基準や安全規制に係る様々な変更の検討の際にリスク情報

を活用するなど、その活用範囲を広げていくことが適切である。なお、国は、国内外

において大きな地震が相次いだこと等から、原子力施設の地震リスクについて国民の

関心が高まっていることに留意するべきである。 

事業者等においても、環境安全や労働安全衛生の分野でもリスク情報活用の有用性

が認識されていることを踏まえて、これらの分野を含む安全確保のための活動を、リ

スク情報を活用して、より一層効果的でしかも効率的なものとするよう、創意工夫し

ていくべきである。 

 

（４）高経年化対策 

原子炉施設の機器設計に当たっては、一般の産業施設の場合と同様、交換に時間が

掛かる設備は疲労・腐食等の経年変化によっても所要の機能が全うできるように余裕

を持たせて設計し、機器、設備の点検によって、劣化の進行が想定内であることを確

認しつつ適切に補修・取替えをすることとしている。また、劣化の進行が早いものに

ついては容易に交換できるよう設計し、定期的に交換する方針としている。ただし、

３０年を超える設備の経年劣化事象には研究すべき点が残っているので、国は、性能



が十分確保されている設備についても、この段階に至る前に、６０年程度の利用を仮

定した場合に想定される経年劣化の影響を適切に評価し、この結果を踏まえ、追加的

な監視や補修等を行うといった追加的保全活動を行うことを高経年化対策として事

業者に義務付けてきた。 

近年に至り、運転開始後３０年に至る前の商業用原子炉施設９基についてこの評価

が実施された経験等を踏まえて、国は、保守管理手法も含めたこれら対策の充実のあ

り方について改めて検討を行い、高経年化対策の透明性を確保するため、対策の実施

方針や基本的要求事項を定めたガイドラインの整備等を行うとともに、施設の追加保

全対策をまとめた長期保全計画の確実な実施を監査する等の仕組みを充実すること

としている。今後、国は、この仕組みを機能させるとともに、研究開発機関、産業界、

学界と連携して、国内外の教訓や知見を注意深く分析評価し、研究開発を計画・実施

し、最新の知見を踏まえた科学的合理性を持った実効性の高い長期保全対策が推進さ

れるようにするべきである。なお、１０年毎に事業者が実施する定期安全レビューに

おいては、過去の知見のない経年劣化事象が発生する可能性に留意することが重要で

ある。 

（５）原子力防災 

原子力災害対策の強化を図るため、国、地方公共団体及び事業者等は、原子力災害

対策特別措置法に規定されるそれぞれの責務に応じて、緊急時において必要となる連

絡網、資機材及び医療施設・設備の整備、防災訓練及び研修の実施、周辺住民に対す

る知識の普及、オフサイトセンターの整備等を、引き続き、充実・強化していくべき

である。 

また、適切な計画の下に実施される防災訓練は、危機管理能力の涵養やリスクコミ

ュニケーションにとって極めて有用であることから、国、地方公共団体及び事業者等

は、各組織において担当者が入れ替わっていくことも考慮し、実施結果を評価し絶え

ず改良を加えつつ、原子力防災訓練や有事対応訓練を実施し、その結果を原子力災害

対策の改良に反映させていくことが重要である。 

 

（６）安全確保のための活動に係るコミュニケーション 

国、事業者等は、安全確保のための活動を的確に実行していることを立地地域や周

辺地域の住民を含む国民に説明し意見交換して、相互理解の形成に寄与するリスクコ

ミュニケーション活動を行う責任を有する。国は、安全審査の過程における安全審査

書の公開と意見募集、行政処分に係る判断基準の制定・改定時における意見募集とい

う取組を引続き重視していくべきである。 

また、国は、地域社会に対して、規制活動に関して一般的のみならず個々具体的に

も適宜に説明し、意見交換していくことが重要である。さらに、国は、住民安全の責

任を有する地方公共団体に対して、安全規制に係る各種の判断基準等の制定・改定に

関する適切な情報提供を行うとともに、規制活動状況を説明し、また、その意見等を

求めて、共通理解を深めることが重要であり、引き続き努力を重ねていくべきである。 

 

 



２－１－２．核物質防護対策 

放射性物質や核物質の防護については、米国同時多発テロ等を契機として国際的に

これを強化する動きが高まった。これに対応して原子炉等規制法が改正され、設計基

礎脅威の策定や核物質防護検査制度の導入、核物質防護に係る秘密保持義務規定の創

設等の規制強化が行われた。また、２００５年７月、核物質及び原子力施設の防護に

関する国際的な取組の強化のため、核物質防護条約の改正がＩＡＥＡで採択され、今

後我が国でも、その締結に向けて必要な検討を行っていく必要がある。これに基づい

て、国や事業者等は的確な対応に努めるとともに、その制度のあり方について引き続

き改良・改善を図っていくことが重要である。 

有事対策について、関係法令が整備されたことを踏まえ、国や事業者等が適切な対応

をとるとともに、その実効性を確保する観点から地方公共団体と積極的に共同してい

くことが重要である。 


